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移動等円滑化の促進に関する

基本方針

吹田市バリアフリーマスタープラン

（移動等円滑化促進方針）

関連計画

・吹田市都市計画マスタープラン

・吹田市立地適正化計画

・吹田市公共交通維持・改善計画 マスタープラン

・吹田市自転車利用環境整備計画

・吹田市公共施設総合管理計画

・吹田市公園施設再整備計画

・第４期吹田市障がい者計画

・第６期吹田市障がい福祉計画

・第２期吹田市障がい児福祉計画

・吹田市子ども・子育て支援事業計画

・吹田市人権施策推進基本方針・計画

・吹田市地域防災計画 等

吹田市バリアフリー基本構想

特定事業計画
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